
令和６年 12月の消費生活相談受付状況（速報）（検索日：令和７年１月 10日） 

 

 

 

 

 

１ 概況 

12月の相談件数は 762件で、前月と比べると 112件（17.23%）の増加となっていま

す。また前年同月と比べると 17件（2.28%）の増加となっています。  

       

            

           

      

            

【商品・役務別相談】 

商品・役務が特定されない契約や解

約に関することなどの「商品一般」の

相談が 80件で、相談全体の 10.50%を

占め、前月と比べて増減はありません

でした。注文した覚えのない商品が届

いたなどの相談が寄せられています。 

次に、賃貸アパート退去時の原状回

復費用の負担に関することなどの「集

合住宅」の相談が 79 件で、相談全体

の 10.37%を占め、前月と比べて 9 件

（10.23%）の減少となっています。        

 次に、「医療」の相談が 77件で、相

談全体の 10.10%を占め、前月と比べて

65件（541.67%）の増加となっていま

す。破産した脱毛サロンに関する相談

が多く寄せられています。  

 次に、廃品回収サービスや探偵業務

等に関する「役務その他」の相談が 44

件で、相談全体の 5.77%を占め、前月

と比べて 16件（57.14%）の増加となっています。      

 次に、「健康食品」の相談が 41 件で、相談全体の 5.38%を占め、前月と比べて 6 件

（17.14%）の増加となっています。お試しのつもりで商品を注文したところ、定期購入

が条件になっていたなどの相談が寄せられています。      
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【相談件数が急増した商品役務】 

 直近で相談件数が急増した商品役務とその相談概要をご紹介します。 

●腕時計（10月、11月各１件→12月７件） 

 

 ＜相談概要＞（50代 男性） 

  インターネット広告で国内メーカーの７～８万円程の腕時計が「キャンペーン」と

して１万円台で販売されていたので注文。確認メール等は届いておらず広告も再表示

できない。昨日自宅に不在通知が届いたが、あらためて同サイトについて調べてみる

と、偽物の可能性があると分かった。宅配業者に相談したところ、「受取拒否する方

法もある」と説明されたが、どのように対処すればよいか。同様の相談は寄せられて

いるだろうか。 

  

 ＜助言内容等＞ 

  通信販売は「特定商取引に関する法律」で規制されており、広告に事業者情報を表

示する必要があること、また、返品特約が分かりやすく表示されている場合は、原則

その表示内容に従うことになるが、表示がない場合は届いてから８日間は返品可能で

あることを説明。 

今回の場合、受取拒否するだけでは契約解除にはならず再配送されてしまう可能性

もあるので、受取拒否する際に送り状の荷送り人情報を確認の上、解約交渉を試みる

よう助言した。 

全国の消費者センターには同様の相談が多数寄せられており、事業者情報が正確に

記載されていない、日本語が不自然である、極端に安い価格で販売されているといっ

たサイトは悪質なサイトの可能性が高く、消費者庁や国民生活センターなどからも注

意喚起が行われていることについて情報提供した。 

 

 

２ 相談件数の  及び区別内訳 

 


